
５ デンマーク王国 

 

（１） 商標法の動向等 
1) デンマーク王国（以下「デンマーク」という。）では、1996 年 2 月 13 日からマド

リッド協定議定書が発効している。ただし、国際登録の領域指定の効力は、2011 年

1 月 11 日付けでグリーンランド243には及ぶことになったが、フェロー諸島244には及

ばない245。デンマークは、マドリッド協定には加盟していない。 

2) 現行デンマーク商標法（以下「商標法」という。）は、1991年6月6日に制定され、

1992年1月1日に施行された。その後多くの改正を経て、最新の改正は2011年12月28

日である。1991年以降のすべての改正を反映した2011年1月24日付けの統合商標法

（consolidated trademark act）が公表されている246。なお、団体商標については、

商標法と同じ1991年6月6日に団体商標法が制定され、2011年12月28日の改正を反映

した統合団体商標法（以下「団体商標法」という。）が2012年1月24日付けで公表さ

れている247。現行デンマーク商標規則（以下「商標規則」という。）は、2001年統

合商標法及び1991年団体商標法に基づいて制定された2008年5月21日施行のもので

あり、デンマーク特許商標庁のホームページに英文テキストが掲載されている248。 

                                                  

G

243 デンマーク大使館デンマーク外務省のホームページ（日本語）デンマークについて
reenland  http://japan.um.dk/ja/ 

244 同上 Faroe islands  http://japan.um.dk/ja/ 
245 WIPOホームページ→Trademark→Madrid System→about members→List of Members 
注 7 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
246 英文テキストは、 
デンマーク特許商標庁ホームページ→English→IP Law & Policy→Law→Trademark 
http://www.dkpto.org/media/20491797/the%20consolidate%20trade%20marks%20act%202
012.pdf、又は 
WIPO ホームページ→RESOURCES→WIPO LEX → Denmark→商標法 Laws →Main IP 
Laws: enacted by the Legislature→Consolidated Trademark Act No. 109 of 24 January 
2012  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=267177 で見ることができる。 
日本語テキストは、2010 年、2011 年の改正を反映していない 2009 年 1 月 28 日付けの統
合商標法を、日本国特許庁のホームページで見ることができる。なお、2013 年には、最新
版に更新する予定との記載がある。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外
国知的財産権制度情報→デンマーク→商標法 
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 
247 デンマーク語のテキストは、WIPOホームページ→RESOURCES→WIPO LEX → 
Denmark→商標法Laws →Main IP Laws: enacted by the Legislature→Consolidated Act on 
Collective Marks No. 103 of 24 January 2012  
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=253108 で見ることができる。英文テキスト

は、原稿作成時点では、2011 年の改正が反映されていない 1991 年 6 月 6 日制定の団体商

標しか公表されていない。WIPOホームページ→RESOURCES→WIPO LEX → Denmark→
商標法Laws →Main IP Laws: enacted by the Legislature→Consolidated Act on Collective 
Marks No. 103 of 24 January 2012→Supersedes→Collective Marks Act  
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126318 
248 デンマーク特許商標庁ホームページ→English→IP Law & Policy→Law→Trademark 
http://www.dkpto.org/media/13339103/order_trademarks.pdf 
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（２） 商標の定義 
1) 商標は，ある事業者の商品又は役務を他の事業者の商品又は役務と識別するこ 

とができ，かつ，視覚的に表現することができる標識から構成することができる。 

具体的には、次のような標識が含まれる（商標法2条1項）。 

(a) スローガン、個人名、会社名又は不動産の名称を含む言葉及び言葉の組合せ  

(b) 文字及び数字  

(c) 画像及び図案、又は  

(d) 商品の形状、飾り又は包装  

ただし、商標権は，商品自体の性質から生じる形状、技術的成果を得るために必

要な商品の形状、又は商品に実質的価値を与える形状の何れかのみから構成されて

いる標識については、取得することができない（商標法 2 条 2 項）。 

2) 団体商標 

団体商標（Collective mark）とは、組合商標（Association Mark）及び証明商標

（Certification Mark）をいう（団体商標法 1 条 1 項）。 

組合商標とは、事業者の組合が所有する特殊な商標であり、当該組合の構成員に

よって商品又は役務に使用されており又は使用されることを目的としているものを

いう（団体商標法 1 条 2 項）。 

証明商標は、商品又は役務について監督又は標準の設定を行っている法人が所有

する特殊な商標であり、当該監督又は設定された標準の対象である商品又は役務に

使用され又は使用されることを目的とするもので、所有者自身はその商標を使用で

きないものをいう（団体商標法 1 条 3 項）。 

商取引において、商品又は役務の原産地を示すために利用される標識や表示は、

商標法 13 条 2 項 1 号の規定にかかわらず、団体商標を構成することができる。ただ

し、当該団体商標は、第三者が商取引において産業上又は商業上の正当な慣行に従

って当該標識又は表示を使用することを禁止する権利を、商標権者に付与するもの

ではない。殊に、当該団体商標は、一定の地理的表示を使用する権限を有する第三

者に対して行使してはならない（団体商標法 3 条）。 

                                                                                                                                                  
WIPO ホームページには、いずれの言語でも掲載されていない。日本語テキストは、改正前
の 1999 年 1 月 1 日施行の商標規則を日本国特許庁のホームページで見ることができる。な
お、2013 年には、最新版に更新する予定との記載がある。日本国特許庁ホームページ→外
国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→デンマーク→商標規則 
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団体商標は、団体商標登録簿に登録される（団体商標法 4 条 1 項）。団体商標の出

願に際しては、当該団体商標の使用の条件を定めた規則を提出しなければならず（団

体商標法 4 条 2 項、商標規則 38 条 3 項、22 条 2 項）、当該規則は団体商標登録簿に

登録される（商標規則 22 条 3 項）。当該条件が変更された場合には、3 カ月以内に当

該変更をデンマーク特許商標庁に通知しなければならない（団体商標法 5 条）。 

 

（３） 方式要件 
国際登録の領域指定は、その保護が拒絶されない限り、国際登録の日（事後指定の

場合は事後指定の日）から、その商標がデンマークにおいて登録されていた場合と同

一の法的効果を有する（商標法 51 条）。 

しかし、国際登録の領域指定における方式要件についての特別の規定は設けられて

いない。出願書類（MM2）の記入に関する留意点については、以下のとおりである。 

 

出願書類（MM2）の記載 

(1)出願人・代理人 

出願人について特段の要求はない。出願人の名称及び住所の記載のみである（商

標規則2条1項1号）。国際登録出願について代理人が指定された場合には、デンマー

クの国際登録の領域指定についても代理権を有するものとみなされる（商標規則35

条2項）。 

(2)マーク 

  商標の定義は、（２）1)記載のとおりである。標章の正確な複製が含まれていなけ

ればならない（商標規則 2 条 2 項）。 

(3)標準文字制度 

  特段の規定はない。 

なお、日本語の漢字・片仮名・平仮名のマークについては、文字商標ではなく、

図形商標とみなされると考えられる。日本語のみからなる商標であるという事由で

は暫定拒絶とはならない249が他方、読みの音についての保護を求める場合には、別

に文字商標の出願をすることが望ましいと考えられる。 

(4)色彩に係る主張 

  特段の規定はない。 

(5)標章音訳 

  特段の規定はない。ラテン文字以外の文字からなる商標については、マドリッド

共通規則第 9 規則(4)(a)(xii)に従って必ず MM2 の第 9（a）欄にラテン文字を記載し

                                                  
 249 国際登録番号 1105522「ハクツル」参照。データベースROMARINの書誌画面では、No

verbal element foundと表示される。デンマークでは、暫定的拒絶の通報が発行されること

なく登録されている。 
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なければならない。 

(6)標章の翻訳 

  特段の規定はない。日本語からなる商標について翻訳を記載していなくても暫定

拒絶は出ていない250。 

(7)商標が意味を持たない造語を含む場合 

  特段の規定はない。 

(8)立体商標 

立体商標の登録は認められる251。ただし、商品自体の性質から生じる形状、技術

的成果を得るために必要な商品の形状、又は商品に実質的価値を与える形状の何れ

かのみから構成されている標識については、商標権を取得することができない（商

標法 2 条 2 項）。 

(9)団体商標 

団体商標であることを出願書類に明記しなければならない（商標規則 38条 2項）。

必ず、国際登録出願の様式MM2 の第 9 欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(d)

の「「Collective Mark, certification mark, or guarantee mark」にチェックをしておく

必要がある。デンマーク特許商標庁の暫定的拒絶の通報発送日から 4 カ月以内に、

当該団体商標の使用の条件を定めた規則をデンマーク特許商標庁に直接送付しなけ

ればならない252。なお、当該提出期間の延長は可能である（商標規則 30 条 1 項）。 

(10)標章の記述(説明) 

特段の規定はない。 

(11)標章の称呼 

  特段の規定はない。 

(12)ディスクレーム制度 

認められる。単独では登録することができない商標の要素を含む商標は登録する

                                                  
250 国際登録番号 1126135「さゆり/sayuri」参照。 
251 国際登録番号 1023748 参照。 
なお、日本国特許庁ホ－ムページの「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概

要ミニガイド」では、「二次元で表現できない標章（立体商標、音響商標の場合）」は絶対

的拒絶理由となっているが、絶対的拒絶理由を定める商標法 13 条又は商標の定義を定める

2 条には当該拒絶理由は見当たらない。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→
世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド→デンマーク 
http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/DENMARK.html 
252 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc 団体商標の使用に関す

る規則の添付がないことを理由とする暫定的拒絶通報の例として、国際登録 1048548 参照。

なお、暫定的拒絶の通報が発行されていない団体商標もあるので、暫定的拒絶の通報が送

付される前に、デンマーク特許商標庁に連絡して直接送付することも可能であると思われ

る。 
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ことができない（商標法16条1項）。商標が当該要素を含んでおり，その商標を登録

した場合に商標権の範囲について疑義が生じると考えられる特段の理由が存在する

ときは，その要素は登録の際，保護の対象から明示して除外することができる（商

標法16条2項）。  

(13)商品及び役務 

ニース分類に従って商品及び役務を分類する（商標規則 2 条 1 項 2 号）。ニース分

類のすべての区分の表題（headings）を受け付ける。ただし、表題の記載は当該区

分に属するすべての商品又は役務の指定を意味するのではなく、表題に例示されて

いる商品又は役務のみが指定されているとみなされる253。 

指定された商品又は役務の表示があいまいすぎると判断された場合は拒絶対象と

なる（商標規則 30 条 1 項）。ニース分類のデンマーク語版は、デンマーク特許商標

庁のホームページで見ることができる（商標規則 2 条 1 項 2 号）。 

(14)使用の意思の宣言 

  使用の意思の宣言書の提出を求める共通規則第 7 規則(2)に基づく宣言はしていな

いので、不要である254。 

(15)その他 

国内出願については、パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、出願時、又

は出願から 1 カ月以内に優先権主張を行うとともに、優先権証明書をデンマーク特

許商標庁が定める期間内に提出しなければならない（商標規則 3 条 1 項、2 項）が、

国際登録の領域指定については、議定書 4 条 2 項255に基づき、証明書類の提出は不

                                                  
253 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc 
254 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
255 議定書 4 条 2 項「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関す

るパリ条約第 4 条Ｄに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有

する。」 
パリ条約第 4 条 D 
「(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願

がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともい

つまでにその申立てをしなければならないかを定める。 
(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関

するもの)に掲載する。 
(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面

等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証し

た謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また，いかなる場合にも、後の出願の日から 3
箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主
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要であり、MM2 の第 6 欄「PRIORITY CLAIMED」の記載でよいと考えられる。 

                                                                                                                                                  
管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。 
(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国

は、この条に定める手続がされなかった場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先

権の喪失を限度とする。 
(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。 
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、

その番号は、(2)に定める方法で公表される。」 
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（４） 審査 
 ① 実体審査の概略 

   実体審査の概略の流れは次のとおりである。 

【第三者】

　

（特許商標審判部）

（司法裁判所）

（特許商標審判部） （特許商標審判部）

（司法裁判所） （司法裁判所）

共通規則18規則の3(4)/19規則(1)

応答

デンマーク商標
公報に公告

全部拒絶が確定した場合又は
審判請求があった場合

全部拒絶が確定
した場合

審決

保護認容(全部
又は一部）声明

保護認容（全部
又は一部）声明

暫定的拒絶の
通報

暫定的拒絶の
通報

異議申立

審判請求

処分の確定処分確定通知処分確定通知

保護拒絶（全部）
の確定声明

保護拒絶（全部）
の確定

保護拒絶（全部）
の確定声明

審決の取消の
請求

判決

審判請求

【出願人】

領域指定通知の
受領

国際登録出願
（事後指定）

国際登録の領域
指定の通知

国際登録・公告

【国際事務局(WIPO)】 【デンマーク特許商標庁】

絶対的拒絶理由の審査

相対的拒絶理由のサー
チ・レポート作成

異議決定

保護（全部又は
一部）の確定

審決

審決の取消の
請求

判決

全部又は一部の拒絶の
最終決定

異議手続
（登録の再審査）

全部又は一部保護が確定した場合
又は審判請求があった場合

全部拒絶が確定した場合又は
審判請求があった場合

デンマーク商標公報での
公告から2ヵ月以内

異議申立が
ない場合

異議決定

応答

暫定的拒絶の
通報　（サーチ・
レポートを含む）

領域指定の通
知日から18ヵ月

以内

領域指定の通
知日から18ヵ月
以内（延長有

り）

全部又は一部の拒絶の
最終決定の通知

絶対的拒絶理由が
ない場合

絶対的拒絶理由がないこ
との通知と公告の予告

絶対的拒絶理由がないこ
との通知と公告の予告

一部拒絶が確定し
た場合

一部拒絶が確定し
た場合

暫定的拒絶の
通報　（サーチ・
レポートを含む）
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1) マドリッド協定議定書 4 条(1)(a)に基き、国際登録の領域指定は、その保護が拒絶

されない限り、国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）から、その商標が

デンマークにおいて登録されていた場合と同一の法的効果を有する（商標法 51条）。 

2) デンマーク特許商標庁は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、デンマ

ークでの登録の有効性を拒絶する理由がないかを審査する256（商標規則29条1項）。

デンマーク特許商標庁は、絶対的拒絶理由について審査する。 

3) 国際登録の領域指定について、デンマークにおいて保護が拒絶されるべき理由がな

いと判断したときは、デンマーク特許商標庁は国際登録の領域指定に保護が与えら

れる旨の通知を国際登録の名義人に送付する（商標規則 29 条 2 項）。 

4) デンマーク特許商標庁は、国際登録の領域指定にかかる商標には、全部又は一部に

ついて絶対的拒絶理由があり、又は、指定商品又は役務の指定が広汎に過ぎる場合

を含め他に国際登録全体の保護を拒絶すべき理由があると判断した場合には、国際

登録の名義人がデンマーク特許商標庁に意見等を提出できる期間の指定と共に、当

該国際登録の領域指定の全部又は一部を拒絶する暫定的拒絶の通報を国際事務局に

送付する（商標規則 30 条 1 項）。同時に、デンマーク特許商標庁は、国際登録の名

義人に暫定的拒絶の通報を送付する（同）。国際事務局への暫定的拒絶の通報の送付

は、デンマーク特許商標庁が国際事務局から国際登録の領域指定の通知を受領した

日から 18 カ月以内に行われる257。 

5) 相対的拒絶理由に関して、デンマーク特許商標庁はサーチレポート258を国際登録

の名義人に送付する（商標規則 31 条 1 項）。ただし、商標及び指定商品又は役務が

それぞれ同一又は類似の場合及び氏名、商号、著作物の題号等の先の権利のみが対

                                                  
256 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
257 デンマークは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18
カ月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしている。また、デンマークは、当該

18 カ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド

協定議定書 5 条(2)(c)の宣言もしている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System 
for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by 
Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the 
Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
258 実際には、サーチレポートそのものの全文が送付されるのではなく、レポートが掲載さ

れたホ－ムページのアドレスが記載された通知（暫定的拒絶の通報が送付される場合には、

暫定的拒絶の通報）が、直接国際登録の名義人に送付される。デンマーク特許商標庁のホ

ームページで見ることができる。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online 
tools→Database(free access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番

号MP1091442 http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/162/04756162.doc.pdf。 
なお、（５）①の暫定的拒絶の通報の例も参照。 
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象であり、一定の制限がある259（商標規則 9 条 1 項）。サーチレポートには、相対的

拒絶理由の有無についてのデンマーク特許商標庁の評価は行われていない。国際登

録の名義人が希望する場合には、デンマーク特許商標庁は、無料でサーチレポート

の評価を行う260。国際登録の名義人は、一定の期間内に一定の対応261をし、又はデ

ンマーク特許商標庁が調査結果を評価することを請求できる（同上）。所定の期間内

に何らの対応がなく、評価の請求もないときは、国際登録の領域指定はデンマーク

で保護されることが国際登録の名義人に通知される262（商標規則 31 条 2 項）。 

6) デンマークで保護が認められた国際登録の領域指定は、デンマーク特許商標庁のホ

ームページ上のデンマーク商標公報で公告される（商標規則 32 条）。 

7) 国際登録の領域指定が商標公報に公告された日から 2 カ月以内に、デンマークにお

ける国際登録の領域指定の保護について、誰でも異議申立ができる（商標法 23 条 1

項、商標規則 33 条 1 項、13 条 2 項前段）。ただし、相対的拒絶理由に基づく異議は、

先の商標その他の権利者又は名称の権利者のみが申し立てることができる（商標規

則 13 条 2 項後段）。異議申立があったときは、デンマーク特許商標庁は、国際事務

局に暫定的拒絶の通報を送付する（商標法 52 条、商標規則 33 条 2 項）。暫定的拒絶

の通報には、理由が記載される（商標規則 33 条 2 項）。暫定的拒絶の通報は、国際

事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 17 規則(4)）。 

  異議申立があった場合には、デンマーク特許商標庁は、異議手続において、国際

登録の領域指定の保護について再審査を行う（商標法 23 条 2 項）。国際登録の領域

                                                  
259 （５）①の暫定的拒絶の通報の例 Appendix A Information about search results及びデ

ンマーク特許商標庁が国際登録の名義人に送付するGeneral Information about Searches参
照。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/119/03772119.doc.pdf 
260 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
261 絶対的拒絶理由がない場合の国際登録の名義人に対する通知には、評価請求しか記載さ

れていない（デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1091442 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/162/04756162.doc.pdf）が、暫定的拒絶の通報

では、先の商標権者の同意書の提出や指定商品及び役務の限定が記載されている（（５）①

暫定的拒絶の通報参照。）。 
262 実際の通知には、国際登録の領域指定が公告されることが記載されているのみで、異議

申し立てがなく異議期間が終了したときに有効に保護されると記載されているデンマーク

特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free access)→PVSonline 
database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/801/03800801.doc.pdf ただし、デンマークの

国内出願は、登録＝公告時から権利行使可能であり、国際登録の領域指定についても異議

決定でとりけされない限り同様と考えられる。 
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指定の保護が継続される場合には、異議申立人及び国際登録の名義人に、その旨通

知される（商標法 23 条 3 項）。異議が認められた場合には、国際登録の領域指定は、

その全部又は一部についてデンマークでの保護が拒絶される（商標規則 33 条 3 項）。 

全部又は一部の拒絶が確定した場合には、当該決定はデンマーク商標公報に公告

される（商標法 23 条 4 項、商標規則 33 条 4 項）。異議についての最終的な決定はデ

ンマーク特許商標庁から国際事務局に通知される（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。

当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の

3(5)）。 

8) 暫定的拒絶の通報に対する応答は、デンマーク特許商標庁による暫定的拒絶の通報

の発送の日から 4 カ月以内に提出されなければならない263（商標規則 30 条 1 項。デ

ンマーク特許商標庁の審査に基づく場合も、異議申立に基づく場合も同じであり、

申請により最大 2 カ月の期間の延長が認められる264（商標規則 30 条 1 項）。 

  当該期間内に応答又は期間延長の申請がない場合には、デンマーク特許商標庁は、

国際登録の領域指定の全部又は一部の保護を拒絶する265（商標法 20 条 2 項、商標規

則 30 条 2 項）。当該拒絶は、国際登録の名義人に通知266され、通知を受けた日から

2 月以内に、特許商標審判部に審判請求をすることができる（商標法 46 条 1 項）。

国際登録の領域指定の全部又は一部についての拒絶が確定したときは、その旨国際

事務局に通報される（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、

国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

9) 暫定的拒絶の通報に対して応答した場合において、国際登録の領域指定の全部又は

一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定した場合には、デンマーク特許

商標庁は、その旨国際事務局に通知する（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。当該通知

は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

 

 ② 審査内容 

デンマーク特許商標庁は、絶対的拒絶理由について審査する。相対的拒絶理由に関

して、デンマーク特許商標庁は先行商標の調査の全部の結果を記載したサーチレポー

                                                  
263 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
264 同上。 
265 異議申立の場合については、暫定的拒絶の通報を参照。例えば、国際登録番号 1102135
「STACCATO」。審査による場合の例として、国際登録番号 1128664「IdeaPhone」 
266 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1046449 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/275/04791275.doc.pdf  
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ト267を国際登録の名義人に送付する。ただし、商標及び指定商品又は役務がそれぞれ

同一又は類似の場合及び氏名、商号、著作物の題号等の先の権利のみが対象であり、

一定の制限がある268（商標規則 9 条 1 項）。また、サーチレポートには、相対的拒絶理

由の有無についてのデンマーク特許商標庁の評価は行われていない。国際登録の名義

人が希望する場合には、デンマーク特許商標庁は、無料でサーチレポートの評価を行

う269（商標規則 29 条 1 項、31 条 1 項）。国際登録の名義人からサーチレポートの評価

の申請がない場合には、デンマーク特許商標庁は異議申立があった場合に、異議手続

において、国際登録の領域指定の再審査を行う（商標規則 31 条 2 項、商標法 23 条 2

項）。 

 

 ③ 暫定的拒絶通報の期間 

   デンマーク特許商標庁は、国際登録の領域指定の通知の日から 18 カ月以内に国際事

務局に暫定的拒絶の通報を送付する（マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)）。 

なお、マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言を行っている270ので、異議に基づく拒

絶の可能性が通知されている場合には、18 カ月の暫定的拒絶の通報の期間経過後であ

っても拒絶される可能性は残っている。 

 

 ④ 絶対的拒絶理由の内容 

次の商標は登録されない（商標法13条1項、2項、14条）。 

ただし、使用の結果として、出願前に識別性を獲得した(2)又は(3)に規定する商標は、

登録を受けることができる（商標法13条3項）。 

                                                  
267 実際には、サーチレポートそのものの全文が送付されるのではなく、レポートが掲載さ

れたホ－ムページのアドレスが記載された通知（暫定的拒絶の通報が送付される場合には、

暫定的拒絶の通報）が、直接国際登録の名義人に送付される。デンマーク特許商標庁のホ

ームページで見ることができる。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online 
tools→Database(free access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番

号MP1091442 http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/162/04756162.doc.pdf。 
なお、（５）①の暫定的拒絶の通報の例も参照。 
268 （５）①の暫定的拒絶の通報の例 Appendix A Information about search results及びデ

ンマーク特許商標庁が国際登録の名義人に送付するGeneral Information about Searches参
照。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/119/03772119.doc.pdf 
269 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
270 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
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(1) 識別性を含め、商標法2条の商標の定義（（２）1)参照。団体商標の場合は、（２）

2）を含む）にいう性質を有しない商標（商標法13条1項）。  

(2) 商取引において，商品又は役務の種類、品質、数量、使用目的、価格若しくは原

産地、商品の製造若しくは役務の提供の時期、又は商品若しくは役務のそれ以外の

特徴を示すために使用される標識又は表示のみをもって構成される商標（商標法13

条2項1号） 

(3) 日常用語又は確立した商慣習において、商品又は役務を示す慣用句である標識又

は表示のみをもって構成される商標（商標法13条2項2号） 

(4) 法律、公の秩序又は道徳に反する商標（商標法14条1号） 

(5) 商品又は役務の性質、品質又は原産地等について、公衆を欺くおそれのある商標

（商標法14条2号） 

(6) 工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3（国の紋章等の保護）によって拒絶

されるべき商標であって権限ある当局の許可を受けていないもの、及び（適切な官

庁が同意している場合を除き）公益に属する徽章、記章及び盾形紋章を含んでいる

商標（商標法14条3項） 

 

 ⑤ 相対的拒絶理由の内容 

  (1) 次の商標は登録されない（商標法 15 条 1 項）。 

ただし、先の商標の所有者が同意している場合は登録される（商標法15条5項）。 

(a) 先の商標と同一で、出願対象である商品又は役務が、先の商標の指定商品又は

役務と同一である場合（商標法15条1項1号） 

(b) 後の商標が先の商標と同一又は類似し、かつ、それらの商品又は役務が同一又

は類似しているため、広義の混同（Association）を含め混同のおそれがある場合

（商標法15条1項2号） 

 

なお、(a)及び(b)における「先の商標」とは，次のものをいう（商標法15条2項）。  

(i) 次の登録商標で、その出願日が、それぞれの優先日を考慮した上で、国際登録

日（事後指定の場合は、事後指定の日）よりも早いもの。 

(ｱ) 共同体商標  

(ｲ) デンマークにおける登録商標、又は  

(ｳ) デンマークが加入している国際協定に基づいて登録された商標271 

(ii) 共同体商標規則34条1項に基づき、上記(i)(ｲ)又は(ｳ)の商標（以下「国内登録」

という。）に基づくシニオリティ（先順順位）を主張する共同体商標。当該共

同体商標について、先の国内登録が放棄され又は消滅している場合も同様とす

                                                  
271 マドリッド協定議定書に基づく国際登録。マドリッド協定に基づく国際登録は含まれな

い。 
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る。  

(iii) 登録されることを条件として、上記(i)又は(ii)に記載された商標の出願。 

(iv) 国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）又は主張されている優先日

において、パリ条約6条の2で使用されている意味で、デンマークにおいて、広

く認識されている（周知）商標  

  (2) 次の商標も登録されない（商標法15条3項、4項、14条）。 

ただし、先の商標の所有者又は他の登録を妨げる権利の所有者が同意している場

合は登録できる（商標法15条5項）。 

(a) 先の共同体商標と同一又は類似しているが先の共同体商標の指定商品又は役務

に類似しない商品又は役務を指定する出願であっても、先の共同体商標が欧州連

合において名声を博しており、かつ、後の商標の使用が先の共同体商標の識別性

若しくは名声により不正に利得するか、これらを損うことになる場合（商標法15

条3項1号） 

(b) (1)(iv)の意味で周知である商標と同一又は類似しているが当該商標が周知であ

る商品又は役務とは類似しない商品又は役務を指定する出願であっても、後の商

標の使用が広義の混同（Association）を生じさせ、かつ、その使用が先の商標の

識別性若しくは名声により不正に利得するか、これらを損うことになる場合（商

標法15条3項2号） 

(c) 国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）又は主張されている優先日以

前から現在まで、国外で国際登録の領域指定の対象である商品又は役務について

使用されており、国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）において、国

際登録の名義人が当該外国商標を知っていたか、知っているべきであった商標と

同一又は些細な相違しかない商標である場合（商標法15条3項3号）  

(d) (1)の意味における先の商標と同一又は類似するが、先の商標の指定商品又は役

務に類似しない商品又は役務を指定する出願であっても、先の商標がデンマーク

において名声を博しており、かつ、後の商標の使用が先の商標の識別性若しくは

名声により不正に利得するか、これらを損うことになる場合（商標法15条4項1号）。 

(e) デンマークにおける使用の結果として、国際登録日（事後指定の場合は、事後

指定の日）又は主張されている優先日以前に、同一又は酷似した商標又は商取引

における同一又は酷似した別の標章について、後の商標の使用を禁止することが

できる権利が取得されている場合（商標法15条4項2号）。 

(f) 同意なく、他人が所有している個人名若しくは会社名又は他人の肖像（相当以前

の死者を想起させる場合を除く）ととられる要素から構成され、又は含む商標、

又は、同意なく他人の不動産に関する特徴のある名称若しくは画像を含む商標（商

標法14条4項） 

(g) 同意なく、他人の著作物である文芸又は芸術作品の特徴のある表題を表し、又
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は当該作品の著作権、他人の写真についての権利若しくは他人の産業財産権を侵

害する要素から構成され、又は含む商標（商標法14条5項） 

 

（５）暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 
 ① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶/一部拒絶の取扱い 

1) デンマークからの国際登録出願は英語による272こととされており、暫定的拒絶の

通報も英語でなされている。 

2) 暫定的拒絶の通報には、全部拒絶と一部拒絶273とがある。 

  3) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。 

 

 

 

 

                                                  
272 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Office of Origin  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=origin 
273 異議に基づく全部拒絶の例として、国際登録番号 1102135「STACCATO」。職権に基づ

く部分拒絶の例として、国際登録番号 1128664「IdeaPhone」等 
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拒絶通報の発送日 

上から順に、 
・庁内整理番号 
・出願人整理番号 
・国際登録番号 
・出願名義人 
・商標名 
・拒絶通報への応答期限 

拒絶となる商品 /役務の記

載。 
拒絶理由は、同封審査報告書

に記載。 
拒絶への応答期日の記載。 

WIPO 国際事務局の表示と

住所 

デンマーク特許商標庁の表

示 

拒絶通報：規則 17(2)に基づ

く旨、及び対象商標国際登録

番号の記載 

拒絶通報担当審査官の名前 
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審査報告書  
 

拒絶理由の記載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加情報として下記参照： 
①付属書 A：先行商標（相対

的拒絶理由）の検索に関する

情報 
②付属書 B：デンマーク商標

法の関連条文の摘要 

暫定拒絶への応答 
①応答期限：拒絶の発送日か

ら 4 カ月以内 
②出願人が提出した書類は、

法律に基づき、公にされる。

最終拒絶と上訴の記載： 
①期限内への応答がなけれ

ば、最終拒絶が発出。不服が

あれば、特許商標審判部に上

訴が可能。 
②上訴がなければ、拒絶対象

以外の商品/役務が認められ

る。 
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検索結果についての情報 

  
・関連する先行出願に関する検

索を実施し、その結果を参照で

きる URL を表示。 

 
 

・サーチ結果ついては、相対的

拒絶理由の審査を行っていな

いが、請求により、デンマーク

特許商標庁が相対的拒絶理由

の審査を請求することが可能。

 
 
 
 ・検索時点で、カバーしきれな

い共同体商標や国際商標があ

るかもしれない点に注意。 
 
 ・検索範囲外の、意匠権、著作

権等が相対的拒絶理由になる

可能性もある。 
 
 
 

 もう一つは、商品・役務の

リストを減縮すること。指定

商品の減縮は、共通規則の規

則 25 に従って国際事務局に

MM6 を提出する。 
 上記の手続は、異議申立手

続期間においても可能。 

相対的拒絶理由についての情

報 
 
・サーチレポートに記載の権

利が相対的拒絶理由となる可

能性がある。ただし、その権

利の所有権者が異議を申立て

た場合である。 
・先の権利に関係なく、デン

マーク商標公報への公告を選

択することが可能。異議申立

期間は、公告の日から２カ月

以内。異議申立があれば、デ

ンマーク特許商標庁は出願人

へ連絡し、意見を求める。異

議がなければ、権利が付与さ

れる。 
・デンマーク商標公報への公

告前に以下の手続を選択する

ことも可能。 
 一つは、先行商標の所有権

者からの同意書（使用許可、

商標登録許可）をデンマーク

特許商標庁へ提出する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 190



 
 
 

デンマーク商標法及び商標

と団体商標に関する出願・登

録等の指令の摘要 
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デンマーク商標法及び商標

と団体商標に関する出願・登

録等の指令の摘要 
～続き 

商標と団体商標に関する出

願・登録等の指令 No.364
（2008 年 5 月 21 日）の摘

要 
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② 暫定的拒絶通報への応答期間 

(1) 暫定的拒絶の通報に対する応答は、デンマーク特許商標庁による暫定的拒絶の通

報の発送の日から 4 カ月以内に行わなければならない274（商標規則 30 条 1 項）。デ

ンマーク特許商標庁の絶対的拒絶理由の審査に基づく場合も、異議申立に基づく場

合も同じであり、申請により最大 2 カ月の期間の延長が認められる275（商標規則 30

条 1 項）。 

  なお、異議申立に基づく暫定的拒絶の通報に対する応答はデンマーク語で行わな

ければならない276が、絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶の通報については、

そのような条件は付されていない277。 

(2) 当該期間内に応答又は期間延長の申請がない場合には、デンマーク特許商標庁は、

国際登録の領域指定の全部又は一部を拒絶する278（商標規則 30 条 2 項）。異議申立

に基づく暫定的拒絶の通報の場合には、デンマーク特許商標庁は、異議申立につい

ての最終決定を行う（商標法 23 条 2 項）。国際登録の領域指定の全部又は一部の拒

絶が確定したときは、その旨国際事務局に通報される（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)。

当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の

3(5)）。 

 

③ 現地代理人の必要性の有無 

現地代理人の選任は要求されていない279。 

ただし、デンマーク特許商標庁は、商標登録の名義人に、商標に関する手続き上そ

の他の通知を受領する権限を有する、欧州経済領域（European Economic Area:EEA）

に居住する代理人の選任を薦めることができることとされている（商標法 37 条、商標

規則 35 条 1 項）。なお、国際登録出願について、国際登録に関する代理人が指定され

た場合には、デンマークの国際登録の領域指定についても代理権を有するものとみな

される（商標規則 35 条 2 項）。 

                                                  
274 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
275 同上。 
276 国際登録番号 1102135「STACCATO」、同 1105803「CNR」等 
277 国際登録番号 1128664「IdeaPhone」、同 1126539「SKYVIEW」等 
278 異議申立の場合については、暫定的拒絶の通報を参照。例えば、国際登録番号 1102135
「STACCATO」。審査による場合の例として、国際登録番号 1128664「IdeaPhone」。 
279 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc。なお、暫定的拒絶の通

報にも、代理人についての記載はない。 
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④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 

   名義人本人が指定商品・役務の補正手続を行うことができる場合は、その方法、様

式、提出先等 

    

(1) デンマークでは、暫定的拒絶の通報に対する応答について、現地代理人の選任は

要求されていないので、国際登録の名義人は、デンマーク特許商標庁に対して可能

なすべての手続きを、希望すれば英語で、直接行うことができる（商標規則 41 条 1

項）280。ただし、異議申立に基づく暫定的拒絶の通報については、デンマーク語で

応答する必要がある281ので、実際的には応答は困難と思われる。 

絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶の通報に対しては、応答の他、応答期

間の延長の申請もできる（商標規則 30 条 1 項）。当該応答において、商品又は役務

の限定が可能であると考えられる282。ただし、絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定

的拒絶の通報のAppendix Aでは、サーチレポートの結果に基づき指定商品及び役務

を減縮する場合には、共通規則に従って国際事務局にMM6 を提出するよう要求して

いる283。なお、拒絶されないようにするために、直接デンマーク特許商標庁にMM6

を提出したことを応答期限内に通知するか、直接応答期限内に応答して受理される

商品又は役務の記載を確認することが望ましい284。 

  (2) デンマーク特許商標庁は、国際登録の領域指定の審査、応答に関して、英語によ

る書面を受理する（商標規則 41 条 2 項）。国際登録の領域指定については、審査そ

のものも英語で行われると思われるが、異議手続については、異議申立人が同意し

ない場合には、デンマーク語で行うことになる（商標規則 41 条 1 項）。ただし、異

議手続が英語で行われる場合でも、商品又は役務の限定はデンマーク語による表示

が求められる場合がある（商標規則 41 条 3 項）。 

                                                  
280 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc。なお、暫定的拒絶の通

報にも、代理人についての記載はない。 
281 国際登録番号 1102135「STACCATO」、同 1105803「CNR」等 
282 商品又は役務の指定が広汎に過ぎる場合に、暫定的拒絶の通報においてデンマーク特許

商標庁は、推奨される商品又は役務の記載案を示している。国際登録番号 1128664
「IdeaPhone」 
283 （５）①の暫定的拒絶の通報の例参照。 
284 国際登録 1064385 参照。デンマーク特許商標庁検索サイト：correspondence
（http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=104&sagID=MP1064385）をみる

と、2011 年 10 月 21 日の応答期限に対して、デンマーク特許商標庁に対し 2011 年 9 月 13
日付で、代理人から国際事務局にMM6 を提出した旨のＦＡＸが送付されていることが確認

できる。 
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  (3) 上記の他、デンマーク特許商標庁に対して直接、手続きに関する質問等を英語で

行うことも可能であると考えられる285。 

 

 ⑤ 暫定的拒絶通報に対しデンマーク特許商標庁に直接応答しない場合又は直接応答後

も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略 

  1) 暫定的拒絶の通報に応答しない場合 

絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶の通報及び異議申立に基づく暫定的拒

絶の通報に対する応答期間内に応答又は期間延長の申請がない場合には、デンマー

ク特許商標庁は、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護を拒絶する最終決定を

行う286,287（商標規則 30 条 2 項）。当該最終決定は、国際登録の名義人に通知288され、

通知を受けた日から 2 月以内に、特許商標審判部に審判請求をすることができる（商

標法 46 条 1 項）。最終決定について特許商標審判部への審判請求（商標法 46 条 1

項）がないときは、拒絶は確定する。国際登録の領域指定の全部又は一部拒絶が確

定したときは、その旨国際事務局に通報される（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)。当該

通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

絶対的拒絶理由の審査に基づく部分拒絶の場合には、拒絶されなかった商品又は

役務について、デンマーク商標公報に公告される（商標規則 32 条）。 

異議が認められて全部又は一部の拒絶が確定した場合は、当該決定はデンマーク

商標公報に公告される（商標法 23 条 4 項、商標規則 33 条 4 項）。 

 

  2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合 

デンマーク特許商標庁は、国際登録の名義人に更に応答を要求した場合を除き、

暫定的拒絶の通報に対する応答期間満了時に、最終決定を行う（商標法 20 条 2 項）。

当該最終決定は、国際登録の名義人に通知289され、通知を受けた日から 2 月以内に、

特許商標審判部に審判請求をすることができる（商標法 46 条 1 項）。 

国際登録の領域指定の一部の保護が確定、又は全部の保護の拒絶が確定した場合

には、デンマーク特許商標庁は、その旨国際事務局に通知する（共通規則 18 規則の

3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規

                                                  
285 暫定的拒絶の通報のサンプルの「Further Information」の欄等参照。 
286 暫定的拒絶の通報のサンプル参照。 
287 異議申立の場合については、暫定的拒絶の通報を参照。例えば、国際登録番号 1102135
「STACCATO」。審査による場合の例として、国際登録番号 1128664「IdeaPhone」。 
288 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1046449 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/275/04791275.doc.pdf  
289 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1046449 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/275/04791275.doc.pdf  
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則 18 規則の 3(5)）。 

デンマーク特許商標庁の決定については、特許商標審判部へ審判請求することが

できる（商標法 46 条 1 項）。 
 

  3) 暫定的拒絶の通報に直接応答することに代えて国際事務局に商品又は役務の限定

の申請をした場合 

 

    （５）④記載のとおり、デンマーク特許商標庁に直接英語で応答できるので、国

際事務局を経由して商品又は役務を限定する必要性はあまりない（商標規則 41 条 2

項等）。 

ただし、絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶の通報のAppendix Aでは、サ

ーチレポートの結果に基づき指定商品及び役務を減縮する場合には、共通規則に従

って国際事務局にMM6 を提出するよう要求している290。なお、拒絶されないように

するために、直接デンマーク特許商標庁にMM6 を提出したことを応答期限内に通知

するか、直接応答期限内に応答して受理される商品又は役務の記載を確認すること

が望ましい291。 

 
（６） 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 

(1) 絶対的拒絶理由の審査の結果、国際登録の領域指定について、デンマークにおい

て保護が拒絶されるべき理由がないと判断したときは、デンマーク特許商標庁は国

際登録の領域指定に保護が与えられる旨の通知を国際登録の名義人に送付する（商

標規則 29 条 2 項）。 

(2) デンマーク特許商標庁は、相対的拒絶理由については、絶対的拒絶理由の審査に

基づく暫定的拒絶の通報が送付されるか否かにかかわらず、国際登録の領域指定に

かかる国際登録の名義人に、先行商標の調査の全部の結果を記載したサーチレポー

ト292を国際登録の名義人に提供する（商標規則 31 条 1 項）。ただし、商標及び指定

                                                  
290 （５）①の暫定的拒絶の通報の例参照。 
291 国際登録 1064385 参照。デンマーク特許商標庁検索サイト：correspondence
（http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=104&sagID=MP1064385）をみる

と、2011 年 10 月 21 日の応答期限に対して、デンマーク特許商標庁に対し 2011 年 9 月 13
日付で、代理人から国際事務局にMM6 を提出した旨のFAXが送付されていることが確認で

きる。 
292 実際には、サーチレポートそのものの全文が送付されるのではなく、レポートが掲載さ

れたホ－ムページのアドレスが記載された通知（暫定的拒絶の通報が送付される場合には、

暫定的拒絶の通報）が、直接国際登録の名義人に送付される。デンマーク特許商標庁のホ

ームページで見ることができる。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online 
tools→Database(free access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番

号MP1091442 http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/162/04756162.doc.pdf。 
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商品又は役務がそれぞれ同一又は類似の場合及び氏名、商号、著作物の題号等の先

の権利のみが対象であり、一定の制限がある293（商標規則 9 条 1 項）。サーチレポー

トには、相対的拒絶理由の有無についてのデンマーク特許商標庁の評価は行われて

いない。国際登録の名義人が希望する場合には、デンマーク特許商標庁は、無料で

サーチレポートの評価を行う294。国際登録の名義人は、一定の期間内に一定の対応295

をし、又はデンマーク特許商標庁が調査結果を評価することを請求できる（同上）。

絶対的拒絶理由に基づく暫定的拒絶の通報が送付されなかった場合及び絶対的拒絶

理由に基づく暫定的拒絶の通報が送付されたが国際登録の名義人の応答の結果拒絶

理由の全部又は一部が解消した場合において、評価の請求がないときは、国際登録

の領域指定はデンマークで保護されることが国際登録の名義人に通知される296（商

標規則 31 条 2 項）。 

(3) デンマークで絶対的拒絶理由がないと認められた国際登録の領域指定は、デンマ

ーク特許商標庁のホームページ上のデンマーク商標公報で公告される（商標規則 32

条）。国際登録の領域指定が商標公報に公告された日から 2 カ月以内に、デンマーク

における国際登録の領域指定の保護について、異議申立ができる（商標法 23 条 1 項、

商標規則 33 条 1 項）。異議申立があったときは、デンマーク特許商標庁は、国際事

務局に暫定的拒絶の通報を送付する（商標法 52 条、商標規則 33 条 2 項）。暫定的拒

絶の通報には、理由が記載される（商標規則 33 条 2 項）。暫定的拒絶の通報は、国

                                                                                                                                                  
なお、（５）①の暫定的拒絶の通報の例も参照。 
293 （５）①の暫定的拒絶の通報の例 Appendix A Information about search results及びデ

ンマーク特許商標庁が国際登録の名義人に送付するGeneral Information about Searches参
照。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/119/03772119.doc.pdf 
294 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
295 絶対的拒絶理由がない場合の国際登録の名義人に対する通知には、評価請求しか記載さ

れていない（デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1091442 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/162/04756162.doc.pdf）が、暫定的拒絶の通報

では、先の商標権者の同意書の提出や指定商品及び役務の限定が記載されている（（５）①

暫定的拒絶の通報参照。）。 
296 実際の通知には、国際登録の領域指定が公告されることが記載されているのみで、異議

申し立てがなく異議期間が終了したときに有効に保護されると記載されている。 
デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Search から検索。たとえば、出願番号 MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/801/03800801.doc.pdf ただし、デンマークの

国内出願は、登録＝公告時から権利行使可能であり、国際登録の領域指定についても異議

決定で取り消されない限り同様と考えられる。 
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際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 17 規則(4)）。 

  異議申立があった場合には、デンマーク特許商標庁は、異議手続において国際登

録の領域指定の保護について再審査を行う（商標法 23 条 2 項）。国際登録の領域指

定の保護が継続される場合には、異議申立人及び国際登録の名義人に、その旨通知

される（商標法 23 条 3 項）。異議が認められた場合には、国際登録の領域指定は、

その全部又は一部についてデンマークでの保護が拒絶される（商標規則 33 条 3 項）。

国際登録の領域指定の公告後その全部又は一部の拒絶が確定した場合には、当該決

定はデンマーク商標公報に公告される（商標法 23 条 4 項、商標規則 33 条 4 項）。異

議についての最終的な決定はデンマーク特許商標庁から国際事務局に通知される

（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人

に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

(4) 暫定的拒絶の通報に対して応答した場合において、国際登録の領域指定の全部又

は一部の保護が確定した場合には、デンマーク特許商標庁は、その旨国際事務局に

通知する（共通規則 18 規則の 3(2)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名

義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。 

 

（７） 登録 
① 登録簿 

1)  デンマークで保護が認められた国際登録の領域指定は、デンマーク特許商標庁の

ホームページ上のデンマーク商標公報で公告される（商標規則 32 条前段）。国内登

録については、この段階で登録簿に登録される（商標法 22 条、商標規則 11 条）が、

国際登録の領域指定の審査に関する商標規則 10 章において、国内登録の登録と公告

を規定する商標規則 11 条に相当する商標規則 32 条前段は公告のみを定めているの

で、保護確定の事実は、国内登録簿には登録されない。 

なお、国際登録の領域指定は、その保護が拒絶されない限り、国際登録の日（事

後指定の場合は事後指定の日）から、その商標がデンマークにおいて登録されてい

た場合と同一の法的効果を有する297（商標法 51 条）。 

2) デンマーク商標公報での公告には、商標の複製、国際登録の名義人の氏名又は名称

及び住所、登録を構成する区分、国際登録日及び当該国際登録が公告されている国際

公報の発行番号が掲載される（商標規則 32 条後段）。 

  3) なお、国際登録の領域指定の審査及び事務処理に必要な範囲において、国際事務局

                                                  
297 デンマーク特許商標庁のデータベースには、登録番号及び登録日の記載があるが、登録

番号は国際登録番号の前にMPを付したもの（出願番号も同じ）、登録日は、国際登録日（事

後指定の場合は事後指定日）である。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ 
Online tools→Database(free access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、

出願番号MP1007690 についてのMP1007690 欄（書誌欄）
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=MP1007690 
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から受領した情報が、デンマーク特許商標庁の国内登録簿に記入される（商標規則 37

条 1 項）。ただし、国内登録簿と国際登録簿の記載内容に不一致が生じた場合には、国

際登録簿が優先する（商標規則 37 条 2 項）。申請があれば、代理人、質権、競売、使

用許諾、差押等の情報も、国内登録簿に記入される（商標規則 37 条 3 項）。使用許諾

については、国際登録における使用許諾の登録が効力を有する298が、記載内容が異な

るようであれば国内登録も意味を持つと考えられる。 

 

 ② 登録証書の発行 

発行されない299。 

 

（８） 登録後の注意事項 
1) 譲渡 

商標を譲渡したが、国際登録の名義人の変更手続がされていない場合は、国際登

録の最終の名義人が、当該商標の所有者とみなされる（商標法39条2項）。 

 

2) 使用許諾（ライセンス） 

(1) 商標の使用を他人に許諾することができる。許諾は、指定商品又は役務の全部

又は一部について、かつ、デンマークの全域又は一部の地域について許諾するこ

とができる（商標法40条1項）。 

(2) 商標権者は、使用権者が、許諾期間、商標の使用様式、使用できる商品若しく

は役務、許諾地域又は商品若しくは役務の質に関して、使用許諾契約に違反した

場合には、商標権を行使することができる（商標法40条3項）。 

(3) 使用許諾及びその終了は、名義人の申請により、国内登録簿に登録することが

できる（商標法40条2項）。デンマークは、マドリッド協定議定書共通規則20規則

の2(6)(b)の宣言をしていないので、国際登録簿におけるライセンスの記録は、デ

ンマーク国内においても効力を有する。ただし、国際登録のライセンスについて、

国内登録簿への登録をデンマーク特許商標庁に申請することも可能である。また、

ライセンスを登録した場合と登録しない場合の効力等については、特段の規定は

                                                  

 

298 デンマークは、マドリッド協定議定書共通規則 20 条の 2(6)(b)の宣言をしていない。

WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
299 デンマーク特許商標庁から国際登録の名義人に直接送付される保護確定通知参照。デン

マーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 につい

てのCommunication、2009年11月30日Brev til indehaver om gyldig designering - MP (5 KB) 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/799/03902799.doc.pdf 
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ない。 

 

3) 不使用取消 

(1) 国際登録の名義人が、デンマークにおいて、国際登録の領域指定にかかる商標

を、登録手続の終了から5年以内に指定商品又は役務について誠実に使用しない場

合、又は当該使用が継続して5年間中断されている場合は、不使用について正当な

理由がない限り、デンマーク特許商標庁又は裁判所への請求により、国際登録の

領域指定の保護は取り消される（商標法25条1項、28条2項1号）。上述の登録手続

の終了とは、国際登録の領域指定が公告された後、異議申立期間が終了した時を

指す300。 

次の行為は、国際登録の領域指定にかかる商標の誠実な使用とみなされる（商

標法25条2項、3項）。 

(i) 登録された形（form）と著しく相違しない形での使用 

(ii) 輸出のみを目的として商品又はその包装にデンマークにおいて商標を付す

こと  

(iii) 国際登録の名義人の同意を得て行う商標の使用。 

(2) 不使用に基づく国際登録の領域指定の保護の取消請求は、不使用の5年の期間が

満了してから取消請求日までの間に、当該商標の誠実な使用が開始又は再開され

た場合は認められない（商標法28条3項）。ただし、取消請求日前3カ月内におけ

る使用の開始又は再開は、その準備が、取消請求の可能性を知った後に着手され

た場合は無視される（同上）。 

 

  4) その他の取消事由 

国際登録の領域指定の保護の取消は、デンマーク特許商標庁又は裁判所に請求

する（商標法29条）。取消請求訴訟は、国際登録の名義人を被告として、法律上

の利害関係を有する何人も提起することができる（同上）。 

   (1) 国際登録の領域指定の保護が商標法の規定に違反している場合は、その保護を

取り消すことができる（商標法28条1項）。ただし、 

(a) 商標法8条又は9条に基づき先の商標の所有者が5年以上黙認した場合又は適

切な対応をしなかった場合には酷似した商標の共存が認められる。 

(b) 取消理由が識別性の欠如等である場合は、使用による識別性の獲得を考慮し

なければならない。 

   (2) 国際登録の領域指定の保護は、次の場合にも取り消すことができる（商標法28
                                                  
300 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 につい

てのMP1007690 欄（書誌欄）
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=MP1007690 
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条2項）。  

(a) 前記3)の商標の不使用 

(b) 国際登録の名義人の行為又は不作為により、商標が、指定商品又は役務の取

引上の普通名称になっている場合 

(c) 国際登録の名義人又はその同意を得て商標が指定商品又は役務に使用された

結果、商標が、その指定商品又は役務の性質、品質又は原産地等に関して公衆

に誤認を生じさせる場合 

   (3) 取消理由が、指定商品又は役務の一部のみに存在する場合は、国際登録の領域

指定の保護は、当該商品又は役務のみについて取り消される（商標法28条4項）。 

   (4) 取消理由が抵触する先の商標にある場合、国際登録の領域指定の保護の取消請

求は、他方当事者が要求するときは、取消請求者が先の商標を誠実に使用してい

ることを証明することができる場合にのみ認められる。先の商標が、指定商品又

は役務の一部に関してのみ使用されている場合は、当該商品又は役務についての

み登録されているものとみなす（商標法28条5項）。当該事件において発見された

問題については、デンマーク特許商標庁が当該問題について決定を下したか否か

に拘らず、何れの当事者も、他方当事者に対して、いつでも主張することができ

る（商標法28条5項）。 

 

  5) 取消の手続 

   (1) （司法手続） 

国際登録の領域指定の保護の取消は、裁判所の決定によって行われる（商標法

29条）。ただし、(2)参照。 

取消請求訴訟は、国際登録の名義人を被告として、法律上の利害関係を有する

何人も提起することができる（同上）。絶対的拒絶理由に基づく場合（他人の氏

名、肖像、著作物等に関する場合を除く）は、デンマーク特許商標庁も取消訴訟

を提起することができる（同上）。 

   (2) （行政手続） 

(a)  登録手続の終了後、取消事由が存在する場合には、何人も、デンマーク特許

商標庁に対して、国際登録の領域指定の保護の取消請求をすることができる。

所定の手数料を納付しなければならない（商標法30条1項）。上述の登録手続の

終了とは、国際登録の領域指定が公告された後異議申立期間が終了した時を指

す301。 

(b) 国際登録の領域指定の保護に関する訴訟が係属している場合には、デンマー

                                                  
301 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 につい

てのMP1007690 欄（書誌欄）
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=MP1007690 
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ク特許商標庁に対して、取消請求をすることはできない（商標法30条2項）。デ

ンマーク特許商標庁が取消請求についての最終決定をする前に、裁判所に国際

登録の領域指定の保護に関する訴訟が提起された場合には、デンマーク特許商

標庁に対する請求が国際登録の名義人からの登録削除申請である場合を除き、

デンマーク特許商標庁は取消請求に係る審査を中止する（商標法30条2項）。 

(c) デンマーク特許商標庁に取消請求がされた場合には、国際登録の名義人に通

知され、意見書を提出する機会が与えられる（商標法30条4項）。取消請求者が

同意すれば、手続きは英語で行うことができる（商標規則41条1項）。  

(d) 国際登録の領域指定の保護がその全部又は一部について取り消された場合に

は、取消決定が確定したときに、公告される（商標法30条5項）。 

(e) デンマーク特許商標庁の決定に対しては、特許商標審判部及び裁判所に上訴

することができる（商標法30条6項）。当該事件において発見された問題につい

ては、デンマーク特許商標庁が当該問題について既に判断が示されていた場合

であっても、何れの当事者も、他方当事者に対して、改めて当該問題について、

主張することができる（同上）。 

 

6) 国際登録の名義人の所在不明等 

(1) 国際登録の名義人の存在に疑義があり、又はその住所が不明の場合には、法

律上の利害関係を有する者は何人も、国際登録の領域指定の保護の取消をデン

マーク特許商標庁に請求することができる（商標法31条1項）。 

(2) デンマーク特許商標庁は、取消をする前に、国際登録の名義人に対し、デン

マーク特許商標庁が指定した期限内に応答するよう要求する。当該応答期限の

通知は、書留郵便又はこれと同等の方法によって行う。国際登録の名義人の宛

先が不明の場合は、期限についての通知は公示によって行う。国際登録の名義

人が、応答期限内に応答しなかった場合は、その国際登録の領域指定の保護は

取消される（商標法31条2項）。 

 

（９） 異議 
1) 国際登録の領域指定が商標公報に公告された日から 2 カ月以内に、デンマークにお

ける国際登録の領域指定の保護について、誰でも、異議申立ができる（商標法 23 条

1 項、商標規則 13 条 2 項前段、33 条 1 項）。ただし、相対的拒絶理由に基づく異議

は、先の商標その他の権利者又は名称の権利者のみが申し立てることができる（商

標規則 13 条 2 項後段）。異議申立があったときは、デンマーク特許商標庁は、国際

事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（商標規則 33 条 2 項）。暫定的拒絶の通報に

は、理由が記載される（同上）。暫定的拒絶の通報は、国際事務局から国際登録の名

義人に送付される（共通規則 17 規則(4)）。 
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2) 異議申立に基づく暫定的拒絶の通報に対する応答は、デンマーク特許商標庁による

暫定的拒絶の通報の発送の日から 4 カ月以内に提出されなければならない302。申請

により最大 2 カ月の期間の延長が認められる303。 

  なお、現地代理人の選任は要求されていない304が、異議申立に基づく暫定的拒絶

の通報に対する応答はデンマーク語で行わなければならない305。 

異議申立人が同意した場合には、異議手続を英語で行うことができる（商標規則

41 条 1 項）。ただし、異議手続が英語で行われる場合でも、商品又は役務の限定はデ

ンマーク語による表示が求められる場合がある（商標規則 41 条 3 項）。 

3) 異議申立があった場合には、異議手続において、デンマーク特許商標庁は国際登

録の領域指定の保護について再審査を行う（商標法 23 条 2 項）。暫定的拒絶の通報

に定める応答期間内にデンマーク語での応答又は期間延長の申請がない場合には、

デンマーク特許商標庁は、最終決定を行う306。最終決定について特許商標審判部へ

の審判請求（商標法 46 条 1 項）がないときは、拒絶は確定する。 

国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定、又は全部の保護の拒絶が確定

した場合には、デンマーク特許商標庁は、その旨国際事務局に通知する（共通規則

18 規則の 3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知され

る（共通規則 18 規則の 3(5)）。 
4) 異議手続は、聴聞手続と決定手続の二段階で国際登録の領域指定の保護について再

審査を行う307。 

(a) 聴聞手続 

(i) 両当事者は、意見及び主張を提出することができる。聴聞の期間・範囲等は案

件の複雑さにより異なる。 

(ii) デンマーク特許商標庁は、それぞれの当事者が主張を提出できる機会を与え

る。また、案件に応じた指導を行う。国際登録の名義人には必ず異議に反論す

る機会が与えられるので、少なくとも１回は書面の交換が行なわれる。 

                                                  
302 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
303 同上。 
304 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc。なお、暫定的拒絶の通

報にも、代理人についての記載はない。 
305 国際登録番号 1102135「STACCATO」、同 1105803「CNR」の暫定的拒絶の通報等参照。 
306 同上。 
307 以下は、暫定的拒絶の通報に添付されるGuidelines on oppositionsによる。国際登録番

号 1102135「STACCATO」他参照。 
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(iii) 先の商標による異議申立の場合、国際登録の名義人は、異議申立人に対して、

異議申立にかかる商標を過去 5 年以内に使用していたことを書面で証明するよ

う請求することができる。共同体商標の場合には、過去 5 年以内に少なくとも

一つの加盟国で使用していなければならない。すべての指定商品及び役務に使

用していたことを証明できない場合には、使用が証明された商品又は役務につ

いてのみ登録されているとみなされる。 

(iv) 提出された書面はデンマークの情報公開法により公衆に開示され、提出され

た資料等は、意見を述べるために異議申立人に送られる。 

(v) 両当事者共に、デンマーク特許商標庁が定めた期間内に応答しなければなら

ない。当該期間は、正当な理由があれば、通常 1 又は 2 カ月延長される。 

(vi) いずれかの当事者が、和解交渉が行なわれていることを通知したときは、聴

聞手続は 6 カ月間中止される。交渉係属中は再開しないこともできるし、いず

れかの当事者が希望すればいつでも再開することもできる。 

(b) 決定手続 

(i) デンマーク特許商標庁が申立について十分に明らかになったと判断するとき

は、両当事者に聴聞手続が終了し、決定が行われることを通知する。 

(ii) 決定にあたっては、当事者から提出された主張や資料を見直し、追加の調査

を行い、従前の慣行を見直す。 

(iii) 理由を付した決定が両当事者に送付される。不利益な処分を受けた当事者に

は、審判請求の手段が通知される。 

 

（１０） 上訴 
1) デンマーク特許商標庁の決定については、関係当事者がその決定について通知を受

けた日から2月以内に、特許商標審判部に審判請求をすることができる（商標法46条

1項）。国際登録の領域指定については、暫定的拒絶の通報に対する応答がない場合、

又は応答があっても国際登録の領域指定の保護の全部又は一部の拒絶理由が解消し

ない場合に、デンマーク特許商標庁が、国際登録の名義人に直接送付する国際登録

の領域指定の全部又は一部の拒絶の最終決定308（異議手続の場合は異議申立に対す

る最終決定309）の通知の日から審判請求の期間が起算される。同一期限内に、審判

の審査手数料を納付しなければならない。手数料が納付されなかったときは、審判

請求は却下される（同上）。特許商標審判部への審判請求は、デンマーク特許商標

庁の決定の効力を停止する（同上）。特許商標審判部の決定については、如何なる

上級の行政機関にも不服申立することができない（商標法46条2項）。  
                                                  
308 デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1046449 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2011/275/04791275.doc.pdf  
309 国際登録番号 1102135「STACCATO」、同 1105803「CNR」の暫定的拒絶の通報等参照。 
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2) 特許商標審判部に審判請求をすることができるデンマーク特許商標庁の決定につ

いて審理を求める訴訟は、特許商標審判部の決定後でないと、裁判所に提起するこ

とができない（商標法46条3項前段）。 

3) 特許商標審判部の決定について審理を求める訴訟は、関係当事者がその決定につい

て通知を受けた日から2月以内に裁判所に提起しなければならない。訴訟の提起は特

許商標審判部の決定の効力を停止する（商標法46条3項後段）。判決が確定するまで、

登録の取消等は行われない。 

 

（１１） 権利行使 
 ① 権利の発生時期、条件 

(1)デンマークにおける商標権は、次の何れかにより成立する（商標法3条1項）。  

(a) 指定商品または役務について、商標を登録すること、又は  

(b) デンマークにおける特定の商品及び役務についての商標の使用の開始（継続して

使用していることを要する）  

  国際登録の領域指定については、デンマークにおける保護が確定し、異議申立のた

めにデンマーク商標公報に公告されたときに商標権が成立すると考えられる（商標法3

条1項1号）。 

 

(2) 商標保護の範囲 

 1) 商標権者は、次の場合には、商標権者の同意なくして、その標識を商取引におい

て使用することを禁止することができる（商標法4条1項）。 

(a) 標識が商標と同一であり、かつ、標識の使用されている商品又は役務が商標の

指定商品又は役務と同一であること、又は  

(b) 標識が商標と同一又は類似し、かつ、商品又は役務も同一又は類似しており、

広義の混同（Association）を含め、商標と混同のおそれがあるとき 

 

2) 商標がデンマークにおいて名声を博しており、それを使用することがその商標の

識別性若しくは名声により不正に利得するか、これらを損うことになる場合は、商標

権者は、同一又は類似していない商品又は役務についても、当該商標の使用を禁止す

ることができる（商標法4条2項）。 

 

3) 商取引における使用とは、具体的には、次の行為を指す（商標法4条3項）。 

(a) 商品又はその包装に当該標識を付すこと  

(b) 当該標識の下に、商品の販売を申し込み、市場におき、又はそれらのために保

管すること、又は当該標識の下に役務の提供を申し込み、若しくは提供すること  

(c) 当該標識の下で、商品を輸入し又は輸出すること、又は  
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(d) 営業書類又は広告に当該標識を使用すること 

 

4) 商標権の制限 

(a) 商標権者は、他人が、商取引における誠実な慣行に従って次のものを使用する

ことを禁止することはできない（商標法5条）。 

(i) 当該他人自身の名称及び住所  

(ii) 商品若しくは役務の種類、品質、数量、使用目的、価格若しくは原産地、商

品の製造若しくは役務の提供時期、又は商品若しくは役務についてのその他の

特徴に関する表示、又は  

(iii) 商品又は役務、特に付属品又は予備品について、使用目的を表示するために

必要な商標 

(b) （消尽）商標権者は、自ら又はその同意を得て、その商標の下で欧州連合内に

おいて販売された商品については、商標の使用を禁止することはできない（商標

法6条1項）。ただし、商標権が、当該商品の更なる流通に反対するための正当な

理由が存在する場合、特に、商品が販売された後にその状態が変更され又は損な

われているときは、商標の使用を禁止することができる（商標法6条2項）。 

 

5) 複数の権利の抵触 

(a) 2以上の当事者が同一又は類似した標識についてそれぞれ商標権を主張する場

合は、商標法に別段の定めがある場合を除き、最初に発生した権利が優先する（商

標法7条）。登録された商標権は、その出願日又は優先日に発生したものとみなす

（同上）。 

(b) 後の権利の出願が先の権利の存在を知らずに行なわれ、先の権利の所有者が、

継続して5年間、後の権利の存在を知りながら容認していた場合には、後の登録商

標の権利は、混同を生じる程に類似する先の商標と併存する（商標法8条）。ただ

し、後の登録商標権者は、先の商標権者が後の商標に対して権利を行使できなく

なっても、先の商標の使用を禁止することはできない（商標法10条1項）。 

(c) 先の権利の所有者が、合理的な期間内に後の商標の使用を禁止するために必要

な措置をとらなかった場合には、後の商標権は、混同を生じる程に類似する先の

商標と併存する（商標法9条）。ただし、後の登録商標権者は、先の商標権者が後

の商標に対して権利を行使できなくなっても、先の商標の使用を禁止することは

できない（商標法10条1項）。 

  また、合理的と認められるときは、一方又は両方の商標を、特別な方法、例え

ば特定の形状又は地域表示の付加、によってのみ使用することができる旨を決定

することができる（商標法10条2項）。 
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6)（辞典等における商標の複製）百科事典、便覧、教科書又は専門的性質を有する類

似の出版物については、著作者、編集者及び発行者は、登録商標権者からの請求があ

ったときは、登録商標である旨の表示なしに、登録商標が複製されることがないよう

にしなければならない（商標法11条1項）。違反については、当事者は、合理的と認

められる方法によって訂正の広告をするための費用を支払うべき義務を負う（商標法

11条2項）。 

 

 ② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 

(1) 刑事罰（商標法42条） 

(a) 登録、使用又は共同体商標規則に基づき成立した商標権を、故意又は重大な

過失により侵害した者には、罰金が科せられる（商標法42条1項）。訴訟は被

害者が提起しなければならない（商標法42条4項前段）。 

(b) 侵害が故意かつ悪質である場合は、刑法典第299b条により更に重い刑罰が科

される場合を除き、18カ月以下の拘禁に処される。悪質とは、具体的には、高

額かつ明白に違法な利益を目的とする場合をいう（商標法42条2項）。訴訟は、

公益のために必要である場合を除き、被害者が告訴したときに限り提起される

（商標法42条4項後段）。 

(c) 会社等の法人は，刑法典第5部の規定に基づいて処罰される（商標法42条3項）。 

 

(2) 損害賠償請求 

(a) 故意又は過失によって他人の商標権を侵害した者は、次のものを支払わなけ

ればならない（商標法43条1項）。  

(i) 商標の使用についての被害者に対する合理的な補償金、及び  

(ii) 侵害により生じた(i)以外の損害の被害者への賠償金。 

賠償金を定めるに当たっては、特に、被害者が被った逸失利益及び侵害者

が取得した不当な利得を考慮しなければならない（商標法43条2項）。 

(iii) 非財産的損害についての被害者に対する追加補償金を定めることができる

（商標法43条3項）。 

(b) 登録商標について、侵害者がその出願がなされていたことを知っていたか又

は知っているべきであったときは、その商標の出願から登録日までの期間につ

いても補償金、損害賠償金等を請求することができる（商標法43条4項）。 

 

(3) 差止請求 

(a) 商標権の更なる侵害を防止する目的で、裁判所は、請求に基づき、商標権を

侵害する商品（主に侵害品の生産に使用される材料、道具類を含む。商標法44

条2項）について、特に、次のとおり決定することができる（商標法44条1項）。  
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(i) 市場から回収すべきこと  

(ii) 市場から確実に除去すべきこと  

(iii) 廃棄すべきこと  

(iv) 被害者に引き渡すべきこと、又は  

(v) 違法に貼付した商標を除去させるべきこと  

(b) 差止は、特段の事情がある場合を除き、侵害者の費用により実行され、補償

金等は支払われない。また、被害者に対する損害賠償金の算定に影響を及ぼさ

ない（商標法44条3項）。 

(c) 差止命令を下すにあたっては、裁判所は、侵害の程度、差止内容及び第三者

の利益を比較考量しなければならない（商標法44条4項）。 

 

(4) 侵害者による判決等の公告 

裁判所は、請求に基づき、損害賠償又は差止を命じる裁判所の判決において、侵

害者が、自己の費用で、かつ合理的に必要な範囲で効果的な方法で、当該判決の

全文又は要旨を公表することを命じることができる（商標法44a条）。 

 

(5) 商標の使用許諾がされている場合は、別段の合意があるときを除き、商標権者

及び使用権者は、商標権の侵害に関する訴訟を提起することができる（商標法45

条1項）。提訴しようとする使用権者は，その旨を商標権者その他の使用許諾者に

通知しなければならない（商標法45条2項）。 

 

(6) 税関及び税務当局が、刑事罰の対象である侵害の疑義を生じた場合には、その

旨の情報を商標権者に通報することができる（商標法45a条）。 

 
（１２） 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 

1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い 

(1) 国際登録が、本国官庁からの請求により又は締約国がマドリッド協定議定書を

破棄したことにより、取り消された場合は、当該国際登録の名義人は、次の条件

が満たされる場合には、デンマーク特許商標庁に商標出願することにより、デン

マーク特許商標庁に、当該国際登録の国際登録日又は事後指定日に出願していた

場合と同一の効果を得ることができる（商標法53条2項）。 

(a) 出願は、国際登録の取消の日から3月以内にされること  

(b) 出願は、国際登録の指定商品又は役務以外のものを含んでいないこと、 

(c) 出願は、デンマークにおける国内商標出願の要件を満たし、所定の手数料が

納付されていること 

    (d) 出願は、当該国際登録の番号、国際登録日（ある場合は優先日）又は事後指
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定日を記載していること（商標規則 36 条 1 項） 

   (2) デンマーク特許商標庁は、変更の出願（転換 transformation）についても、通

常の国内出願と同様の審査を行う。ただし、転換出願の前に国際登録の領域指定

についてデンマークでの保護が確定している場合には、方式審査のみを行う。転

換出願の手数料は 1500 デンマーククローネである310。 

 

2) 代替の取扱い 

(a) デンマークにおいて登録されている商標が、当該登録商標の商標権者による出

願に基づき国際登録された場合、国際登録が次の条件を満たすときは、デンマー

クの国内登録を代替する（商標法54条1項）。 

(i) デンマークが、国際登録出願又は事後指定により領域指定されていること 

(ii) デンマークの国内登録の指定商品又は役務が、国際登録の指定商品又は役務

にも含まれていること、及び  

(iii) デンマークの領域指定が、デンマークの国内登録出願日後に行なわれている

こと  

(b) デンマーク特許商標庁は、申請により、国内登録簿に国際登録の存在を記録す

る（商標法 54 条 2 項）。 

 

(c) 2007 年に国際事務局が行ったアンケート調査に対するデンマーク特許商標庁

の回答によると、 

 (i) 代替の効力は、国際登録日又は事後指定日に生じ、代替申請は、国際事務局

から国際登録の領域指定又は事後指定が通知された後はいつでも受理される。 

(ii) 国内登録の商品又は役務のすべてが国際登録に含まれていない場合には、代

替は生じない。 

(iii) 国内登録と国際登録の併存が認められる。 

(iv) 先の国内登録を代替した国際登録が、セントラルアタック等により取り消さ

れ、当該国際登録について転換出願がされた場合、転換出願により登録される

後の国内登録には、代替された先の国内登録が優先日等を保持していたとして

も、その優先日等が承継されることはない。 

ということである。 

 

  3) 使用許諾（ライセンス） 

(1) 商標の使用を他人に許諾することができる。許諾は、指定商品又は役務の全部

                                                  
310 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→Miscellaneous  
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=misc 
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又は一部について、かつ、デンマークの全域又は一部の地域について許諾するこ

とができる（商標法40条1項）。使用許諾は排他的又は非排他的とすることができ

る（同上）。 

(2) 使用許諾及びその終了は、名義人の申請により、国内登録簿に登録することが

できる（商標法40条2項）。デンマークは、マドリッド協定議定書共通規則第20

規則の2(6)(b)の宣言をしていないので、国際登録簿におけるライセンスの記録は、

デンマーク国内においても効力を有する。ただし、国際登録のライセンスについ

て、国内登録簿への登録をデンマーク特許商標庁に申請することも可能である。

また、ライセンスを登録した場合と登録しない場合の効力等については、特段の

規定はない。 

(3) 商標権者は、使用権者が、許諾期間、商標の使用様式、使用できる商品若しく

は役務、許諾地域又は商品若しくは役務の質に関して、使用許諾契約に違反した

場合には、商標権を行使することができる（商標法40条3項）。 

   (4) 使用許諾がされている場合は、別段の合意があるときを除き、商標権者及び使

用権者は、商標権の侵害に関する訴訟を提起することができる（商標法45条1項）。

提訴しようとする使用権者は，その旨を使用許諾者に通知しなければならない（商

標法45条2項）。 

 

（１３） 議定書に関する宣言 
デンマークは、次の宣言を行なっている311。 

1) 暫定的拒絶の通報の送付期間を、国際事務局から国際登録の領域指定の通知を受領

した日から 18 カ月に延長するマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言 

2) 18 カ月の期間経過後に異議に基づく暫定的拒絶の通報が行なわれる可能性がある

ことを通報できるマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言 

3) 個別手数料を賦課するマドリッド協定議定書 8 条(7)(a)の宣言 

 

（１４） デンマークに特徴的な制度 
  1) いわゆるコンセント制度がある。 

相対的拒絶理由が存在する場合でも、先の商標の所有者が、後の商標の登録に同

意している場合は登録される（商標法 15 条 5 項。（４）⑤「相対的拒絶理由の内容」

参照）。 

なお、相対的拒絶理由に関して、デンマーク特許商標庁のサーチ・レポートが提

供される（（４）②「審査内容」参照）。ただし、商標及び指定商品又は役務がそれ

                                                  
311 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System 
under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html 
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ぞれ同一又は類似の場合及び氏名、商号、著作物の題号等の先の権利のみが対象で

あり、一定の制限がある312（商標規則 9 条 1 項）。サーチレポートには、相対的拒絶

理由の有無についてのデンマーク特許商標庁の評価は行われていないが、国際登録

の名義人が希望する場合には、デンマーク特許商標庁は、無料でサーチレポートの

評価を行う313。また、サーチレポートにより、抵触する先登録の商標の所有者と交

渉を行うことが可能となる。 

異議申立手続においても、和解交渉が優先される（（９）4)(a)参照）。 

2) 商標権者又は出願人は、自己の権利と相対的拒絶理由により抵触する商標の出願又

は登録の存在又は公告について通知するよう、デンマーク特許商標庁に申請するこ

とができる（商標規則 39 条 1 項）。当該申請には、手数料の支払いが必要であり、1

回の申請は 1 年間有効である（商標規則 39 条 2 項）。 

  これにより、自己の権利と抵触する商標の登録の認容等を防ぐことができる（（１

１）①(2)5)「複数の権利の抵触」参照）。 

                                                  
312 （５）①の暫定的拒絶の通報の例 Appendix A Information about search results及びデ

ンマーク特許商標庁が国際登録の名義人に送付するGeneral Information about Searches参
照。デンマーク特許商標庁ホームページ→ English→ Online tools→Database(free 
access)→PVSonline database→Searchから検索。たとえば、出願番号MP1007690 
http://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2009/119/03772119.doc.pdf 
313 WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of 
Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before 
IP Offices under the Madrid System→Denmark→As Designated Office 
http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html?part=designated 
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（１５）デンマーク特許商標庁ウェブサイト等から入手可能な情報 
①デンマーク商標検索システム 

参照アドレス：http://www.dkpto.org/（http://www.dkpto.dk/の英語のページ） 

検索手順： 

 

 

手順 1： 

デンマーク特許商標庁（英

語版）のトップページの上

段タブ「Online Tools」を

クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Tool として、データ

ベースと電子出願の２種

類が表示。 

このうち、上段の「 our 

databases with free 

access to Danish Patent, 

Trademark and Design 

Rights」をクリック 

手順 2： 
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特許、商標、意匠のデータ

ベースが表示。 

中 央 の 商 標 の う ち 、

「PVSonline database」を

クリック 

手順 3： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上の「Search」をクリ

ック 

手順 4： 

「PVSonline database」

の内容表示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
手順 5： 
検索語入力欄のページ 
 
①Application no. :出願番号 
②Reg. no.:登録番号 
③Applicant/owner: 
出願人/名義人 

④Trademark:商標 
⑤Class (Nice):ニース分類 

等の入力が可能 
 
ここでは、商標名に

「invention」を入力した後、

「Search」をクリック 
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手順 6： 
検索結果リスト画面 
以下の項目が表示される。

・Application no.:出願番号

・Reg. no.:登録番号 
・Applicant/owner: 
出願人/名義人 

・Trademark:商標 
 
「Display」をクリックす

ると、詳細情報が表示され

る。 

手順 7： 
各商標の詳細情報の表示の

ページ 
以下の情報が記載されてい

る。 
・Application no. and date:
出願番号、出願日 

・Registration no. and date:

各項目のタブをクリックす

ると、更に詳細な情報が表

示される。 

 

登録番号、登録日 
・Reg. proc. Terminated: 
権利期間 

・Applicant/owner: 
出願人/名義人 

・Trademark and type: 
商標 

・Classification (Nice): 
ニース分類 

・Status:ステータス など 
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②デンマークにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト 

参照アドレス：http://www.dkpto.dk/（デンマーク語のページ） 

検索手順： 

 

デンマーク特許商標庁のト

ップページ 
 
中央の「IP-professionelle」
の「Varemærke（商標）」を

クリック 

手順 1：  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

「Varemærke（商標）」のサ

ブ メ ニ ュ ー と し て 、

「 Klassifikationer og 
vejledninger（分類と標準）」

が表示。 
 
こ の 中 の 「 Nice- 
klassifikationen (dansk 
udgave)（ニース分類（デン

マーク版））」をクリック 

手順 2： 
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デンマーク語による検索

語入力欄のページ 
 
「publikation
（publication）」と入力し、

検索 
 
入力欄の下部には、ニー

ス分類の内容及び分類リ

ストのアルファベット表

示が可能な構成となって

いる。 

手順 3：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連するニース分類のク

ラス、基礎番号、内容が

表示される。 

手順 4： 
検索結果 
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